
　１．はじめに

　現在、道路交通の安全性や利便性の向上などをね

らって、高度道路交通システム（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｒａｎｓ-

ｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ： ＩＴＳ）の研究開発が世界規模で行わ

れている１） 。特に安全の領域では、走行支援道路シ

ステム（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｒｕｉｓｅ‐Ａｓｓｉｓｔ Ｈｉｇｈｗａｙ Ｓｙｓ-

ｔｅｍｓ：ＡＨＳ）や先進安全自動車（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓａｆｅｔｙ 

Ｖｅｈｉｃｌｅ：ＡＳＶ）の開発が進められ、ドライバーに対

するさまざまな運転支援システムが既に実用化され

つつある。

　運転支援システムによって、注意喚起情報や警報

など、さまざまな情報がドライバーに対して主に視

聴覚的に提示されるようになる。また、ドライバー

はシステムが正常に動作しているかを監視し、場合

によってはシステムの設定変更などを適切に行う役

目も担うこととなる。従来のような交通状況の認知・

判断・運転操作の実行に加えて、システム状況の認

知・判断・操作が新たなタスクとしてドライバーに

課されることとなる。したがって、ドライバーの心

的負担が増えてゆくことが懸念される。

　一方、運転支援システムは、ドライバーの負担を

減らす方向にも作用する。注意喚起や警報は、ドラ

イバーが交通状況を認知し判断する作業を助けてく
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　本論文では、メンタルワークロード、状況認識、リスク知覚、リスク補償、信頼感とい

った、自動車ドライバーの認知的状態を表す諸概念の関係を概観するとともに、近年の自

動車のインテリジェント化に対してそれぞれが果たし得る役割について展望する。これら

諸概念の理論的考察をもとに、諸概念を統合的に俯瞰する仮説モデルＣＡＭＤＩを提案する。

これら諸概念のうち、自動車運転場面において非常に重要であるにもかかわらず、計測・

評価法が確立されていないリスク知覚について焦点を当て、リスク知覚の定量的評価法の

開発例を紹介する。
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れる。つまり、運転支援システムの導入により、負

担の総量は変わらないかもしれないが、運転そのも

のの負担から、システムオペレーションのための負

担へと、質が変化してゆくことが予想される。

　負担の総量が変わらなければ問題はないだろうか。

現状の運転支援システムは、あくまでドライバーの

主体的な運転（認知・判断・操作）を補助するもので

ある。完全な自動運転でない限りは、運転の主体は

ドライバーにある。自動運転技術が確立し、自動運

転可能な道路や車両が少なくとも日本全体に普及す

るには、相当の期間を要すると考えられる。それま

での間は、ドライバーが運転の主体であることに変

化はないだろう。

　しかしながら、システムに対する過信や依存が生

じてしまい、運転に必要な認知・判断をシステム任

せにして、ドライバー自身の認知・判断力が低下し

てしまうことが懸念される。このような状態で、万

一システムに誤動作が発生したり、システムの設計

仕様を超えた状況に遭遇したりして、ドライバーに

認知・判断の権限が返されたときに、ドライバーは

適切な運転を行えないかもしれない。

　本論文では、これらＩＴＳ時代に懸念される、安全

に関わるヒューマンファクターを概観し、それぞれ

が果たし得る役割を模索する。特に、従来は工学的

な視点から捉えられることが少なかった「リスク知

覚」というドライバー状態に焦点を当て、リスク知

覚研究の工学的応用例について紹介する。

　２．ＩＴＳに関するヒューマンファクターの概要

　２－１　メンタルワークロード

　メンタルワークロードの研究は主に、航空機の操

縦性やコクピットのデザイン、情報提示や警報シス

テムの設計などの分野で始まった。オペレータの心

的負担が過剰（オーバーロード）にならないよう、各

種の負担の計測が行われた。近年では航空機だけで

なく、鉄道、自動車、船舶などの運転者、プラント

オペレータなどでも検討されるようになった２）。

　これらの研究を通して、メンタルワークロードと

一言でいっても、多様な様態が存在することがわか

ってきた。上記のような、システムオペレータの瞬

間的な情報処理負担だけでなく、それらが長期的に

蓄積された負担や精神疲労、心的飽和など、作業の

種類や行われ方によって、異なる負担が考えられ、

それぞれに応じた計測法が提案されてきた。

　では、自動車における心的負担とは何であろうか。

これも、①日常的な運転そのものの負担もあれば、

②長距離ドライバーの蓄積的な負担、③携帯電話や

カーナビなど運転そのものとは直接関係のない電子

機器の利用による負担、④新しい運転支援システム

による負担などがある。

　メンタルワークロードという言葉自体が、何らか

の「負荷」を課すという意味があるため、これら②

③④に関する研究がこれまで盛んに行われてきた。

しかしながら、自動車を運転すること自体の負担に

ついては十分に検討されてこなかったと思われる。

自動車の運転そのものは負担が小さいだろうか。確

かに、教習所で運転を習い始めるときには非常に負

担を感じる事が多いが、慣れてくると徐々に負担を

感じなくなり、運転は容易になるだろう。しかしな

がら、同じ交通状況を、同じ車、速度で運転した場

合、ドライバーに対して与えられる負荷（認知・判

断・操作すべき情報量）自体は変わらないはずであ

る。つまり、客観的な負荷は変わらないにもかかわ

らず、慣れによって、主観的な負担が減る。ドライ

バー自身は負担を感じなくなって、快適と感じるか

もしれないが、果たして、主観的な負担が減ったか

らといって、安全だろうか。

　２－２　状況認識

　メンタルワークロード研究に続いて近年注目され

ているのが状況認識（Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ Ａｗａｒｅｎｅｓｓ：ＳＡ）で

ある３） 。やはり航空機分野から端を発した概念であ

る。近年の航空機では、離着陸以外のほとんどをシ

ステムが担っており、これによりパイロットの負担

は低減されてきた。

　しかしながら、システムが誤動作したり、システ

ム設計時に予期し得ない状況が発生したりした際に、

パイロットが、機体や外界の状況がどのようにある

かを適切に認識できず、即座にコントロールできな

くなってしまうという、新たな問題が発生した。こ

れは、パイロットがシステムに頼るあまり、本来パ

イロットが担ってきた認知・判断・操作を行わなく

なってしまったことが原因である。主観的な負担が

過剰に低下した状態（アンダーロード）と言い換える

こともできるだろう。

　航空機に用いられるこれらのシステムは一般的に、

非常に高コストで、信頼性も高いものである。また、

パイロットというオペレータ自身も、非常に多くの

訓練を積み、厳しい試験や検査を通過した、正にプ

ロフェッショナルである。それにもかかわらず、ＳＡ

を喪失してしまうのである。自動車の運転支援シス
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テムの場合、現状では、ドライバーに対する特別な

訓練は行われない。また、道路という、非常に複雑

で変化の激しい環境でシステムが運用されることか

ら、期待したとおりの性能が得られない可能性もな

いとは言えない。よって、自動車の場合はＳＡの喪失

が、航空機の場合よりも深刻な問題となる可能性が

ある。

　２－３　交通事故のヒューマンファクター

　ここで原点に立ち返って、自動車事故のヒューマ

ンファクターを概観する。

　交通事故総合分析センターは１９９３年から、交通事

故１件１件の詳細な調査（交通事故例調査）を実施し

ている。茨城県つくば市・土浦市周辺で発生した事

故について、現場調査や当事者へのインタビュー調

査が、年間約３００件行われている。当初は、衝突時

の車両の変形やそれによる乗員の傷害が主に調査さ

れ、事故死者数低減の基礎データとして大きく貢献

してきた。近年ではこれらの調査に加えて、ドライ

バーのヒューマンファクターも調べられるようにな

った４） 。これにより、事故の発生そのものの低減へ

の寄与が期待されている。

　事故のヒューマンファクター分析５）によれば、分

析したほとんど全ての事故にヒューマンエラーが関

与していたとされる。また、ヒューマンエラーを認

知・判断・操作の各段階に分類すると、全分析事故の

約７５％に認知エラー（見ようとすれば見えたのに見

なかった）が、約６５％に判断エラー（危険と判断でき

る状況であるのに回避しなかった）が認められた（多

くの場合認知エラーと判断エラーが重複している）。

認知・判断というドライバーの情報処理の失敗が事

故の主要因なのである。

　さらにこの調査では、ヒューマンエラーに至るさ

らに前段階の要因も調査している。これによると、

「ぼんやり」や「思い込み」といった状態が多い。こ

れらは、情報処理負荷が過剰に高い状態、というよ

りは、むしろ情報処理負荷が過剰に低いものとドラ

イバーが主観的に感じてしまっている状態と考えら

れる。現実の事故は、負担が高くて発生しているの

ではなく、ドライバーが主観的に感じる負担の大き

さが過小なために発生していることを示唆している。

　２－４　リスク知覚

　事故のヒューマンエラーの主要因である「思い込

み」は、心理学的には「交通状況に対してドライバ

ーが感じるリスク（リスク知覚）の程度が、客観的な

リスクの程度よりも低い状態」として定義される

（Fig.1） ６）。

　リスク知覚の概念は、主に運転教育の分野で用い

られてきたものである。ドライバーは運転中、常に

自車の周囲にある危険を発生させるかもしれない事

象（ハザード）を知覚している。これらハザード知覚

の結果と、ドライバーの運転能力に関する自己評価

をもとに、事故に関与する可能性として主観的なリ

スクを知覚しているとされる７）。

　ここで、リスク知覚とメンタルワークロードとは

異なる背景を持つ概念である。メンタルワークロー

ドは、情報処理負荷の大きさそのものや知覚された

負担の大きさを表す概念であるのに対して、リスク

知覚は、知覚された危険性の大きさを表す概念であ

る。しかしながら、自動車の運転場面、しかも、日

常的な運転に限定した場合には、酷似した概念であ

ると考えられる。

　Ｂｅｎｄａらは、自動車走行中のビデオから危険事象

を指摘させるタスクを行って、ドライバーのリスク

知覚は、交通状況の情報処理負荷の程度に依存する

ことを示唆している８） 。また、宇野らは運転中の副

次課題（暗算）の成績から、交通状況ごとの情報処理

負荷の程度を比較しているが、歩行者や飛び出し車

両など、リスク知覚を高める要素がある場合に心的

負担が高くなるという結果を得ている９）。小川は、

自動車走行中のビデオを視聴しながら主観的なリス

クを評価するタスクを行わせたところ、主観的なリ

スクの上昇に対応した、心拍変動や瞬目率などの心

的負担に関連する指標の上昇を観察している１０） 。

　リスク知覚の程度は、交通状況に存在するハザー

ドの数や状態に依存するが、ハザードの数が多かっ

たり、ハザードの動きが予測しにくい状況であった

り、かつ、それらの評価を短時間で行わなければな

らない場合は、リスク知覚は高まる。これは、短時

間の間に、数多くの認知・判断を行うために、心的

負担が高まっていると解釈することも可能である。

そして、リスク知覚が客観的リスクより低い状態と

いうのは、ＳＡが低下・喪失した状態として言い換え
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ることができると考えられる。

　２－５　リスク補償

　ＩＴＳの導入にあたって最も懸念すべきだと思われ

る概念が、リスク補償である１１） 。一言で言えば、

安全対策が講じられると、利用者はリスクが下がっ

たと知覚し、利用者が許容するリスク（ターゲット

リスク）との差が開くために、利用者はその差を埋

めようとして安全対策前よりリスキーな行動をとる

ようになるために、安全対策の効果がなくなってし

まう（期待どおりに効果が得られない）という現象で

ある。

　さまざまな運転支援システムが装備されることで、

ドライバーは、自身の車は安全になった、つまり、

リスクが低下したと知覚するであろう。言い換えれ

ば、主観的な負担が下がるであろう。その結果、運

転支援システムによって稼ぎ出された安全のマージ

ンを埋めようと、システム装着前よりもリスキーな

運転を行う可能性がある。例えば、安全確認を怠っ

たり、手足をステアリングやペダルから放したり、

速度を上げたり、車間距離を短くしたりするかもし

れない。

　同じ交通状況を同じように走行する以上は、情報

処理負荷そのものは変わっておらず、主観的な負担

が減っているだけである。逆に、速度を上げたり車

間距離を短くしたりすることは、実際は、負荷を上

げていることになる。しかしながら、完全な自動運

転でない以上は、システムの誤動作や設計仕様を超

えた状況がある。そのため、ドライバーに情報処理

の権限が返されたときに、ドライバーは適切な認知・

判断・操作を行えない懸念がある。これは、ＳＡの低

下・喪失とほぼ同じ状態を意味すると考えられる。

　２－６　信頼感・過信・依存

　オペレータ（自動車の場合はドライバー）がシステ

ムを使うか否かを決定する要因として、オペレータ

のシステムに対する信頼感（ｔｒｕｓｔ）が重要である１２） 。

オペレータは、システムを利用する過程で、システ

ムの性能やうれしさ（効用）を評価して、信じて任せ

られると感じた場合は、システムに対して信頼感を

抱くようになる。そして、信頼感が高いシステムは、

オペレータに高頻度で利用されることが知られてい

る。特に、システムが支援してくれる作業が、オペ

レータにとって負担やリスクが高い場合には、より

高頻度でシステムを利用するようになる。

　ここで、信頼感が適度に保たれていれば問題ない

が、オペレータが過剰にシステムを信頼し、本来シ

ステムが持っている性能以上のことを期待してしま

う場合がある（過信）。さらに、システムを信頼しき

ってしまい、不用意に全てをシステム任せにしてし

まうこともある（依存）。過信や依存の状態に陥ると、

オペレータの状況認識、リスク知覚、主観的な負担

が過剰に低くなってしまう可能性が懸念される。こ

うなると、システムの誤動作や設計仕様を超えた状

況などには、的確な認知・判断・操作が行えないか

もしれない。

　信頼感が得られないシステムは利用されず、オペ

レータにとっては無駄で煩わしいものとなってしま

うが、逆に過信・依存されても困る。そこで、シス

テムの利用にあたっては、そのシステムが持つ性能

や限界などをオペレータが十分認識できるように、

導入訓練が重要であると言われている。しかしなが

ら、自動車の運転支援システムの場合、現状ではこ

のような訓練が行われないため、ドライバーが容易

に過信や依存に陥ってしまう可能性が懸念される。

　３．仮説的統合モデルＣＡＭＤＩ

　以上のようなヒューマンファクターの諸概念は、

これまでそれぞれが独立して検討されてきた。しか

し、それぞれが密接な関係を持っていることは間違

いないし、特に、自動車における安全の研究には、

Ｓｅｐ.，２００５ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３０，Ｎｏ．３ （　）１７

ＩＴＳ時代のヒューマンファクター ２９３
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方略決定 
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主観的な負担 
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・タイムプレッシャー 
・ストレス・緊張感 
・etc.

操作・行動 

車両運動 
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（注意） 
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システムへの信頼感 
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リスク効用 

Fig. 2　自動車ドライバーの情報処理に関する仮説的統合モデ
ルＣＡＭＤＩ



これら諸概念を統合して扱ってゆく必要があるだろ

う。そこで、上述の理論的考察をもとに、諸概念を統

合した仮説的モデル（Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 

ｏｆ Ｍｕｎｄａｎｅ Ｄｒｉｖｅｒ’ｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ‐Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：Ｃ

ＡＭＤＩ）を提案する（Fig.2）。

　ＣＡＭＤＩでは基本的に、日常的な運転におけるド

ライバーの認知的な作業は、主に走行中の交通状況

における事故の可能性としてのリスク知覚をもとに、

安全かつ円滑に車両を走行させることであると仮定

する。ドライバーは走行中の交通状況を認知・判断

し、車両を操作しているわけだが、これら各情報処

理プロセスの中身を、これまでに挙げたヒューマン

ファクターで説明する。

　まずドライバーが行うのは交通状況の認知である

が、ＳＡは、この認知の中身をより詳細に記述した

ものである。ＳＡは３段階に分類されており、交通

状況の中から事故の危険性を持った対象物（ハザー

ド）を探索・抽出するＳＡレベル１、それらハザード

の現在の状態を認識するＳＡレベル２、さらにそれ

らのハザードの状態が今後どのように変化するかを

予測するＳＡレベル３で構成される。つまり、レベル

３が喪失すると、ドライバーは現在の交通状況だけ

をもとにした、受動的回避しか行えない。また、レ

ベル２が喪失すると、何かハザードがあることがわ

かっても、それらがどのような意味を持つのか理解

できない。また、レベル１が喪失してしまうと、ど

こに何があるのかさえわからない状態となる。

　ドライバーはこれらＳＡによるハザードの分析結

果と、自身の運転能力の自己評価にもとづいて、自

車がこのまま進行した場合のリスクを知覚する。何

らかの運転支援システムが装着されている場合は、

自身の運転能力に加え、システムの性能などから構

築された信頼感も考慮しながらリスクが知覚される。

つまり、ＳＡが低下・喪失している場合や、自身の運

転能力やシステムの性能に対する過信が生じている

場合は、リスク知覚は客観的リスクに比べて過小に

なると仮定する。

　次にドライバーは、どのように車両を操作すべき

かの判断を行う。この際ドライバーは、自身の過去

の経験などから構築されたターゲットリスク（また

は許容リスク）や、リスクを冒した際に得られる効

用（リスクを冒すことで目的地に早く到着できたり、

快感が得られたりするなどの嬉しさ）などとリスク

知覚とを比較して、リスクを冒すか回避するかの意

思決定を行う。最後に、意思決定にもとづいて、必

要な運転方略を選択して、ステアリングやペダルを

操作したり、確認行動を行ったりする。つまり、リ

スク知覚が低すぎる場合、ターゲットリスクが高す

ぎる場合、ドライバーがリスクに効用を感じやすい

特性を持っている場合には、ドライバーはリスクテ

イキングしやすくなると仮定する。

　ここで、メンタルワークロードは、リスク知覚の

結果としてドライバーに主観的に感じられる負担で

あると仮定する。リスクが高く評価されるというこ

とは、その後の意思決定や回避操作のために、より多

くの情報処理をより速く行ったり、ＳＡを高めてハ

ザードの状態をより精密に監視したり、操作を的確

に行ってゆく必要が生じる。これらの情報処理を円

滑に行うために、より多くの情報処理リソース（注意）

を、より適切に配分させるための機能として、メン

タルワークロードを捉える。知覚されたリスクが、

交通状況から合理的に導かれる客観的な危険度（客

観的リスク）より小さければ、認知・判断・操作の各

プロセスに配分される情報処理リソースの量が不足

して、ＳＡの低下・喪失、意思決定の不適切さや遅れ、

操作の不適切さや遅れにつながると仮定する。

　このようなモデルによって、これまで無関係に扱

われてきた諸概念を俯瞰することができると考えら

れる。もちろん、現状では理論的考察のみから導か

れた、かなり恣意的なものではある。メンタルワー

クロード、状況認識、リスク知覚、リスク補償、信

頼感などの諸概念は、それぞれ異なる背景を持ち、

異なる研究分野で成り立っているかもしれない。し

かし、日々交通事故は発生し、尊い命が奪われてい

る。まずはこのような仮説的モデルを叩き台として、

各領域の研究者が協力し合いながら、議論を進める

べきではないかと考える。

　４．リスク知覚の定量的評価

　ＣＡＭＤＩの中で挙げられたヒューマンファクター

のうち、メンタルワークロードや状況認識について

は、工学分野と密接に連携しながら定量的な計測を

行い、システムの設計・評価に貢献してきた。一方、

リスク知覚の概念は主に運転教育分野で発展してき

た。危険感受性テスト１３）などにより、ドライバの

運転適性を評価し、ドライバーに対する助言などに

役立ってきている。しかしながら、メンタルワーク

ロードや状況認識のような定量的かつリアルタイム

な評価は行われてこなかったため、工学的な応用は

難しかったと言える。
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　リスク知覚の概念はＩＴＳ時代において非常に重要

な要因となり得ると考えられる。これまでの運転支

援システムが主にドライバーの認知や操作を支援し

てきたのに対して、今後はドライバーの判断過程に

まで踏み込んだ支援に発展してゆくことが予想され

る。リスク知覚はドライバーの認知過程において最

も重要なプロセスであるとともに、続く判断過程に

おいてもリスクテイキングや回避行動の鍵を握って

いると考えられる。

　リスク知覚を定量的かつリアルタイムに捉えるこ

とができれば、ドライバーのリスク知覚の程度に応

じた支援、ドライバーのリスク知覚を低下させない

ような（過信・依存に陥らせないような）運転支援シ

ステムのＨＭＩ設計などに貢献できるだろう。もち

ろん運転教育場面でも、より説得性の高い助言につ

なげることができる。特に、評価されたリスク知覚

が交通状況の客観的リスクより低い状態（思い込み）

を検出することができれば、交通事故低減に大いに

貢献できると考えられる（Fig.3）。

　以下では、筆者らが行ってきたリスク知覚の定量

的評価法の開発と、運転教育システムへの応用例に

ついて、やや詳しく紹介する１４）。

　４－１　リスク知覚推定法 ＳＵＰＲＥＭＥ

　リスク知覚が高まった時、ドライバーは一般的に

減速行動を選択することが知られている１５）。減速

することで、ハザードとの時間的・空間的距離を保

つことができる。同様に、操舵行動によってもハザ

ードとの空間的距離を保つことができる。筆者らは

これらの従来知見をもとに、ドライバーの運転操作

から簡便にリスク知覚の程度を推定する方法ＳＵＰＲ

ＥＭＥ（Ｓｉｍｐｌｅ ａｎｄ Ｕｓｅｆｕｌ Ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ Ｒｉｓｋ Ｅｓｔｉｍａ-

ｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ）を考案した。

　ＳＵＰＲＥＭＥでは、ドライバーのペダル操作とステ

アリング操作、および、走行中の交通状況をTable 

1の（ａ）～（ｃ）によって分類して時刻 ��における減速意

図��、操舵意図��、補正係数��を決定する。これら

のパラメータをもとに、式（１）によってリスク知覚

の程度��を求める。

��＝（��＋��）���………（１）

　ここで補正係数��は、リスク知覚とは関連の小さ

い減速や操舵の影響を軽減するために設けてある。

例えば、前方に赤信号や一時停止がある場合ドライ

バーは減速する。同様に、交差点等の右左折では減

速して大きく操舵する。これらの操作はリスク知覚

に基づくというよりも、法規（赤信号は停止）や車両

の特性（減速しないと曲がれない）などに基づく操作

であるといえる。

　このように経験的に作成されたＳＵＰＲＥＭＥの性能

評価を行うために、実際に公道を走行した場合の運

転操作にＳＵＰＲＥＭＥを適用した。名古屋市内の一般

路で、各種運転操作量を計測するセンサーを装備し

た車両を４名の被験者に走行させた。

　走行後、各被験者の走行から５場面ずつ（各１分、

合計２０場面）抽出し、ＳＵＰＲＥＭＥによって各場面の

リスク知覚の程度を推定した（Fig.4の推定値）。ま

た、日をかえて、各被験者が運転していた際の前方

風景ビデオを被験者に観察させ、観察中の場面から

感じる危険の程度を、レバーの前後操作により報告

させた（Fig.4の報告値）。

　報告値を各被験者のリスク知覚の正解値とみなし、

推定値との相関係数を検討したところ、平均で �＝

０．５３、最大で �＝０．８５程度の相関が得られ、簡便な

リスク知覚推定法として有用であると考えられた。
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Fig. 3　思い込み評価とその応用

（ａ）減速意図の分類
Ｄペダル操作
０アクセルを強く踏んでいる
１アクセルを弱く踏んでいる
２アクセルに足を構えているのみ
３ブレーキに足を構えているのみ
４ブレーキを弱く踏んでいる
５ブレーキを強く踏んでいる
６ブレーキを非常に強く踏んでいる

（ｂ）操舵意図の分類
Ｓステアリング操作
０ほとんど操作していない
１小さく、ゆっくり操作している
２やや大きく、やや速く操作している
３大きく、速く操作している
４非常に大きく、速く操作している

（ｃ）交通状況の分類
Ｍ交通状況

０．５赤信号・一時停止、自車右左折、前方障害
物のいずれかがある

１．０いずれもなし

Table 1　ＳＵＰＲＥＭＥにおける運転操作と交通状況の分類



　４－２　思い込み評価用シミュレータＴＥＤＤＹ

　リスク知覚推定法ＳＵＰＲＥＭＥを実装し、ドライバ

ーの思い込みを評価するドライビングシミュレータ

ＴＥＤＤＹ（Ｔｏｙｏｔａ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｄｒｉｖｅｒ‐Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ 

Ｓｙｓｔｅｍ）を製作した（Fig.5）。

　ＴＥＤＤＹでは、ペダル操作から計算された車速を

もとに、実写ビデオの再生速度を変化させることで、

運転を模擬することができ、この運転操作からドラ

イバーのリスク知覚をリアルタイムで推定する。

　さらに、あらかじめ得られた自動車学校指導員の

リスク知覚データ（１３名の平均値）を内蔵しており、

ドライバーのリスク知覚との比較から思い込みの程

度を式（２）によって評価する。つまり、交通状況の

危険判断のエキスパートである指導員のリスク知覚

を便宜上「客観的リスク」とみなす。約２分半のコ

ースでの思い込みの程度の評価例をFig.6に示す。

��＝（���－��）／���………（２）

　���；時刻 �における指導員のリスク知覚の平均値

　���；ＳＵＰＲＥＭＥにより推定されたドライバーのリ

スク知覚

　���；指導員のリスク知覚の標準偏差

　���が正規分布に従うと仮定すると、 ｜��｜ ≦�に指

導員のリスク知覚データの６８％、 ｜��｜ ≦�に９５％、

｜��｜ ≦�にほぼ１００％が含まれる。そこで、思い込

みの程度を、��≦�なら「低い」、�＜��≦�なら「や

や高い」、�＜��≦�なら「高い」、�＜��なら「非常

に高い」と評価することと定義した（ここでは��が

正である場合のみを扱う）。

　４－３　思い込みと事故親和性

　ＴＥＤＤＹによってドライバーのリスク知覚の不適

切さ、つまり、思い込みの程度を定量的に評価する

ことが可能となった。しかしながら、ここで評価さ

れた思い込みの程度は、真にドライバーの特性を表

しているだろうか。そこで、伝統的な運転適性検査

である速度見越反応検査（Ｓｐｅｅｄ Ａｎｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ Ｒｅａｃ-

ｔｉｏｎ Ｔｅｓｔ：ＳＡＲＴ）１６）と、ＴＥＤＤＹで評価された思

い込みの程度との関係を調べた。

　５４名の被験者（男性４７名、女性７名、２４～７７歳、

平均５２．１歳）に、ＴＥＤＤＹを用いて２種類のコース

（約４分のコース１と約２．５分のコース２）を運転さ

せた。ここで、思い込みの程度の全体的な特徴を表

す指標として、式（３）によって、被験者ごと、コー

スごとの思い込み指数�を算出した。

　　　　　　………（３）

 

　ここで、���は��をもとに下式により求める。

　　　　　　　　　　　………（４）

 

　つまり、�は思い込みの程度が「やや高い」以上

に評価された区間の��を積分し、走行コースの総フ

レーム数 ��で除したものであり、��が大きいほどそ

の走行コース中に思い込みが高い状態が数多く、長

く存在したことを示す。

　一方、被験者にＳＡＲＴを実施し、１０回の見越時間

の平均値をＡＴ（Ａｎｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ）として求めた。

従来研究では、ＡＴがその客観時間（２．０８ｓ）より短い

ドライバーは事故の経験が多い（事故親和性が高い）

ことが知られている。そこで、ＡＴに応じて被験者

�� ���

�

���
Σ �

�

���� ｛����（��－	）＋	｝��
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Fig. 4　ＳＵＰＲＥＭＥによるリスク知覚の推定例
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Fig. 5　思い込み評価用ドライビングシミュレータＴＥＤＤＹ
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Fig. 6　ＴＥＤＤＹによる思い込みの評価例



を、尚早群（��＜�����＝��）、適正群（���≦��≦�����

＝��）、遅延群（��＞�����＝�）の３群に分けた。

　ＡＴ各群の�の平均値ついて分散分析を行ったと

ころ、ＡＴ群の効果が有意であり、かつ、尚早群は

適正群に比べて有意に思い込みの程度が高かった。

遅延群でも適正群より思い込みの程度が高い傾向は

見られたが、有意ではなかった（Fig.7）。

　このように、ＴＥＤＤＹで評価された思い込みは、

事故親和性と関連をもっており、ＳＵＰＲＥＭＥおよび

ＴＥＤＤＹは、ドライバーの事故の起こしやすさを知

ることができる有用なツールであると考えられる。

さらに、ＳＵＰＲＥＭＥとＴＥＤＤＹによって、リスク知

覚の程度、および思い込みの程度を、定量的、かつ

経時的に計測することが可能となる。

　ＴＥＤＤＹは運転教育用シミュレータとして、その

まま応用することが可能である。また、何らかの運

転支援システムを模擬しながら運転を行うことで、

ドライバーの状況認識が適正に保たれるか（過信・

依存に陥っていないか）を評価することもできるで

あろう。さらには、ＳＵＰＲＥＭＥはドライバーのリス

ク知覚の程度、ひいては、主観的なメンタルワーク

ロードの程度を推定するツールとして利用できるた

め、メンタルワークロードの程度に応じて支援方略

を動的に変化させるようなインテリジェントな運転

支援システムへの応用も期待される。

　５．まとめ

　本論文では、今後普及してゆくと考えられるＩＴＳ、

特に運転支援システムの導入にあたって考慮すべき

ヒューマンファクターを概観した。メンタルワーク

ロード、状況認識、リスク知覚、リスク補償、信頼

感などの諸概念は、それぞれ異なる分野で発展して

きた研究領域であるが、自動車運転場面に限定すれ

ば、相互に深い関係を持っていることを示した。

　これら理論的考察をもとに、ヒューマンファクタ

ー諸概念を統合的に俯瞰する仮説的モデルＣＡＭＤＩ

を提案した。現状では不完全なモデルではあるが、

今後ＣＡＭＤＩのような統合モデルをもとに、交通事

故の低減に向けて、関連研究者の叡智を結集する必

要があると考えられる。

　本論文ではまた、従来工学的に扱われてこなかっ

たリスク知覚について、定量的な評価方法ＳＵＰＲＥ

ＭＥと運転教育的な応用例ＴＥＤＤＹを紹介した。特

に、交通事故の主要因とされる「思い込み」と呼ば

れるドライバー状態を評価できる枠組みとして、今

後の発展が期待される。

　ところで、これらの諸概念や取り組みに共通する

考え方は、メンタルワークロード、状況認識、リス

ク知覚、信頼感などが「適切なレベルに保たれてい

るか」であると思われる。従来の研究は、これらが

過剰に高い「オーバーロード」や過剰に低い「アン

ダーロード」を問題にすることが多かった。では、

ドライバーが保つべき「適切な」ワークロード、状

況認識、リスク知覚、信頼感とは何であろうか。

　紹介したリスク知覚の評価では、「客観的リスク」

という概念を取り入れ、危険判断のエキスパートと

しての運転指導員のリスク知覚を適切なリスクとし

て定義した。同様に、適切なワークロード、適切な

状況認識、適切な信頼感なども明確にしてゆく必要

があると思われる。さらには、ドライバーを適切な

状態に導くためには、どのようにシステムを設計し

たら良いかの検討が重要であると考えられる。

　ＩＴＳは自動車の歴史を変えるかもしれない、エポ

ックメイキングな技術である。しかし、システムを

使うのはドライバーという、いたって普通の人間で

ある。システムの効果を最大限に引き出すためにも、

ドライバーとシステムとの関わり方について、より

一層総合的な研究・開発が望まれる。
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